
木曽川水系連絡導水路事業
費用負担金支出差止住民訴訟 報告

「導水路は要らない！愛知の会」総会

2010.6.12 桜華会館

弁護団 在間正史
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訴訟の進行経過（１）

第１回口頭弁論 ２００９年７月２９日

原告：訴状

被告：答弁書（訴状の一部のみ事実の認否）

第２回口頭弁論 ２００９年１０月２１日

原告：第１準備書面（監査請求不前置等の本案前の答弁に対する反論）

被告：第１準備書面（残された訴状の事実の認否のみ）

第３回口頭弁論 ２０１０年１月１４日

被告：第２準備書面

（木曽川水系のフルプラン、河川整備基本方針、河川整備計画、導水路事業実施計画の事実
経過だけを述べて、導水路事業は「所要の手続を適正に経て」策定された）

第４回口頭弁論 ２０１０年３月２４日

原告：第２準備書面

（導水路事業の費用負担金の支出が違法なのは、支出の原因となっている事業計画の違法
性が承継されたからでなく、事業の必要性がないことから、その支出自体が地方財政法４条１
項「経費の必要最尐限度の原則」及び地方自治法２条４項「最小経費による最大効果の原
則」に違反しており、予算執行適正の確保の見地から看過し得ない違法があるからである）

被告：第３準備書面、乙１～45（事業実施計画までの計画策定に関する文書類）

原告求釈明（河川整備基本方針が「所要の手続を適正に経て」策定されたと主張するのは、河
川分科会・同検討小委員会の審議を経たという事実か、その適正な調査審議を経たことを根
拠とするのか）
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訴訟の進行経過（2）

第５回口頭弁論 ２０１０年６月２日

原告：第３準備書面、甲３（伊藤本）、４（近藤本）、５（在間･愛知県需給想定調査検討書）

（愛知用水地域の水需給として徳山ダム２.３m3/sは不要で、導水路は不要）

被告：第５準備書面、乙46（正常流量資料）、47（正常流量説明資料）

（河川分科会・同検討小委員会の調査審議を経たことにより、河川整備基本方針の内容の
客観性及び公正性が確保されている）

←原告求釈明（どのように具体的な調査審議がなされたことをもって、内容の客観性及び公
正性が確保されていると主張するのか）

裁判所求釈明（乙46、47に基づきどういう調査審議が行われたのか説明せよ）

（第６回口頭弁論 ２０１０年８月２３日１３：３０）

訴訟の今後の進行見通し

被告は「所要の手続を経て事業が決定された」というだけで費用負担金支出の理由となる

事業の必要性について全く述べようとしなかったが、裁判所が原告と同じ内容の求釈明をし
たことで、論争のレールと枠組みができあがりつつある。
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徳山ダム導水路供給地域の水道用水需要 実績と想定

愛知用水地域 （２.３㎥ ）

 日最大給水量は、１９９５年から５０万㎥
程度で横這い。２００７年は４９.５万㎥

 ２０１５年需要想定６１.６万㎥ は実績と乖
離していて過大

 負荷率が近年は８５％を超えるようになっ
ている。想定の７９.５％は過小

 日最大給水量は安定供給可能量８０万
㎥を下回っている

名古屋市 （1㎥）

 日最大給水量は、１９９６年から毎年減尐、
２００７年は１０１万㎥

 ２０１５年需要想定１２４万㎥ は実績と乖
離していて過大

 負荷率が近年は ７９％を超えるように
なっている。想定の７４％は過小

 日最大給水量は安定供給可能量１０７万
㎥を下回っている

愛知用水地域 水道用水
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供給可能量は、水資源開発施設の水源は取水が可能な牧尾・阿木川・味噌川（西三河送水

なし）のダムである。水量は「国土審議会水資源開発分科会第２回木曽川部会資料6」

2004.4による。

愛知県『愛知県の水道』、『木曽川水系における水資源開発基本計画需給想定調査調査

票』2004.3より作成。

名古屋市　水道用水
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 給水可能量の水源は、取水が可能な木曽川自流、岩屋ダム、味噌川ダムである。

 給水可能量の水量は、名古屋市上下水道局『経済水道委員会資料』2003.12による。

 愛知県『愛知県の水道』、『木曽川水系水資源開発計画需給想定調査調査票』2004.3より

作成。
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今後の治水の在り方有識者会議 個別ダムの検証(1)

5第８回今後の治水の在り方有識者会議資料２より



今後の治水の在り方有識者会議 個別ダムの検証(2)

6
第８回今後の治水の在り方有識者会議資料２より


